
 

（様式第２号）  

会 議 録                                
 

                      令和８年２月１３日作成  

会 議 の 名 称                      令和７年度第２回島本町いじめ等対策委員会 

 

会 議 の 開 催 日 時                      令和８年２月１２日（木）午後２時～３時半 

会 議 の 開 催 場 所                      島本町役場  ４階  議会第３・第４会議室  

公 開 の 可 否  可 ・ 一 部 不 可 ・ 不 可  傍 聴 者 数  ０人  

非公開の理由（非公  

開  (会議の一部非公  

開を含む｡)の場合）  

島本町情報公開条例第５条に該当するため。  

出 席 者  

委 員  

室谷 光一郎委員長、飯田 享子委員、 

頼田 和典委員、三浦 潤子委員、 

大松 美輪委員 

事 務 局  

横山 寛教育長、 

岡本 泰三教育こども部長、 

南田 篤志教育こども部次長、 

岡澤 潤教育推進課長、 

原山 太郎教育推進課参事 

会 議 の 議 題                      

１  令和７年度島本町におけるいじめの現状と取組

について  

２  いじめ事象の報告と検証について  

３  その他  

決 定 事 項 等  
 

 

審 議 等 の 内 容  

１  令和７年度島本町におけるいじめの現状と取組

について  

（事務局）  

〇いじめの現状について、資料１に沿って説明。  

・島本町の令和７年度におけるいじめの認知件数

は、令和７年１２月末時点において、小学校１２６

件、中学校１１０件であり、昨年度から増加した。

主な要因は、令和５年度６月のいじめ防止等基本方

針の改定により、事案のレベルに応じた報告方法を

設定した対応が浸透してきていることが挙げられ

る。いじめ調査の目的は、いじめで苦しむ児童生徒

を早期に見付け、解決していくためであり、認知件

数の多い、少ないにかかわらず、いじめで苦しむ児

童生徒を救うために、迅速かつ適切に、解決に導い

ていくことが重要である。  

・いじめが解消した件数は、令和７年１２月末時点

において小学校６７件、中学校７０件であり、その

他の事案は現在も解消に向けて見守り中である。  

・令和７年度のいじめ事案の態様は、小学校では



「冷やかしやからかい等の悪口」が最も多く、その

他には「遊ぶふりをしてぶつかられたり、叩かれた

り」「嫌なことや恥ずかしいことをされたり、させ

られたり」「ものを盗られる、隠される」などがあ

る。中学校でも「冷やかしやからかい等の悪口」が

最も多く、その他は「遊ぶふりをしてぶつかられた

り、叩かれたり」「パソコンや携帯電話でのひぼう

中傷」等があった。小中ともに比較的軽微な事案が

ほとんどであり、早期対応ができている。  

・いじめ発見のきっかけについては、被害児童生徒

本人からの訴えが最も多く、小中合わせて８６件あ

り、その他は、教職員の発見が５４件、保護者から

の訴え５３件、被害児童の友人から２７件、生活ア

ンケートからの発覚が１３件あった。  

・認知件数が多いことは、教職員の目が届いている

証であるため、積極的に認知し、早期対応につなげ

ることが重要である。事案が発生した際には、いじ

め対策会議を迅速に開催し、スクールカウンセラー

やスクールソーシャルワーカー等と連携しながら、

組織的に対応する。解決への過程において、いじめ

事象をその被害・加害の当該児童生徒だけの課題に

とどめず、学級・学年、学校全体に返しながら、再

発防止につなげることが重要である。  

（意見交流）  

・認知件数が増加している。各校において早期発

見、対応に努めてきた成果と考えられる。  

・いじめ事案については、子どもだけでなく保護者

も不安な気持ちになるケースが多い。スクールカウ

ンセラーやスクールソーシャルワーカー等と連携し

組織的な対応をすることは重要である。  

 

（事務局）  

〇令和７年度における課題と検証について、資料１

に沿って説明。  

・いじめ事案への初期対応に関する３点及びいじめ

の定義と構造に対する共通理解に関する２点の課題

について、それぞれの検証結果を説明。  

〇課題を踏まえた今後の取組について、資料１に

沿って説明。  

・今年度の課題と検証を踏まえ、大きく３点の取組

を説明。  

（意見交流）  

・いじめリーフレットを活用した取組に加えて、未

然防止教育や再発防止策を充実させていくことにつ

いて、各校と連携して推進していくとよい。  

・近年いじめ問題が複雑化、深刻化していく中で、

保護者と協力関係を構築することは重要である。学



 

校行事等を活用し、いじめについて学校としての取

組や姿勢を丁寧に保護者に説明することに加え、い

じめについての保護者向けの講演会を開催する等、

保護者と共通理解を図っていくことが求められる。  

 

２  いじめ事象の報告と検証について  

（事務局）  

・いじめ事象について、報告。  

（意見交流）  

・報告内容について、検証と意見交流。  

 

３  その他  

配 布 資 料  

・令和７年度島本町におけるいじめの現状と取組  

・いじめ事象報告（様式１）  

・いじめ事象報告（様式２）  

・いじめ事案（疑い含む）への初期対応手順  

・いじめ事案対応フローチャート  

・いじめ対応リーフレット（小中学校用）  

・いじめの重大事態の調査に関するガイドライン改

訂の概要（文科省）  

・いじめの重大事態に対する平時からの備えに係る

チェックリスト（文科省）  

・審議会の会議の公開に関する指針  

・島本町情報公開条例（抜粋）  

・別添  いじめ事象の報告  

 

 


